
関係のみなさまへ                  平成２４年２月１日 

 

＜後見選挙権訴訟（さいたま地裁）第４回裁判への協力について（お願い）＞ 

 

 

成年後見制度の被後見人が選挙権を失うことについて、選挙権回復に向けた動きが

活発化しています。 

 

さて、全国２番目に始まった、後見選挙権問題さいたま訴訟も第４回の口頭弁論が

開催されます。長期化する裁判も、その都度傍聴席の人数によって、裁判長の心に揺

さぶりをかける必要があります。 

 

また、今回も、裁判後に裁判の報告も兼ねた原告・弁護団による集会も予定しまし

たので、こちらにもぜひご参加くださいますようお願いいたします。 

 

 

記 

 

●裁判（第 4回口頭弁論）の傍聴 

日時：２月１５日（水）１１：３０～（３０分程度） 

※集合 １１：００さいたま地方裁判所 C・D 棟出入口横 

規定人数を超えた場合、抽選（傍聴券配布）となりますので、時間厳守で

お願いいたします。また、抽選に外れた場合は傍聴できません。その際は

ぜひ裁判後の集会にご参加ください。 

 

場所：さいたま地裁１０５号法廷 （全５８席） 

（JR 浦和駅西口より徒歩１０分） 

 

●裁判後の報告集会 

日時：２月１５日（水）１２：００～１３：００ 

場所：埼玉県手をつなぐ育成会２Ｆ会議室 

さいたま市浦和区高砂 2-15-3 母子福祉会館内 

（JR 浦和駅西口より徒歩６分 さいたま地裁より徒歩７分） 

 

 

   

後見選挙権訴訟弁護団： 埼玉訴訟連絡先 関哉直人 五百蔵洋一法律事務所 
〒１０５－０００３ 港区西新橋１丁目１２番８号 西新橋中ビル２階 

      ＴＥＬ０３－５５０１－２１５１  ＦＡＸ０３－５５０１－２１５０                  

       Ｅメール sekiya@nekonet.ne.jp 

 

《問合せ先・当日の緊急連絡先》 

田中（社団法人埼玉県手をつなぐ育成会 事務局長） 

０４８－８３３－０４４４  携帯０９０－１８０８－５４０３ 
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さいたま地方裁判所 


